
令 和 ５ 年
７月21日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）
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漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

県
営
洗
川
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
規
程

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

二

…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

中
央
薬
局

岩
国
市
今
津
町
四
丁
目
四
番
四
号

令
和
五
、

五
、

一

平
田
壱
丁
目
薬
局

〃

平
田
一
丁
目
二
八
番
二
五
号

〃

〃

〃

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

指
定
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

医
療
法
人
健
幸
会

萩
市
大
字
吉
田
町

一

か
ね
た
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

萩
市
大
字
吉
田
町

一

令
和
五
、五
、
一
七

有
限
会
社
玉
栄
興

産

〃

大
字
瓦
町
一

玉
木
病
院
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

〃

大
字
瓦
町
四

九

〃

〃

三

山
口
県
告
示
第
二
百
十
二
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
八
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区

域
及
び
区
分
に
つ
い
て
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

立
石
区
域

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

公

告

（
一
三
五
）
県
営
洗
川
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

洗
川
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
洗
川
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
十
四
日
ま
で

一
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三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
三
号

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
元
年
山
口
県
公
安
委

員
会
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
七
十
一
の
表
第
四
条
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
15条
の
３
第
１
項

遠
隔
操
作
に
よ
る
通
行
の
届
出
の
受
理

第
15条
の
３
第
３
項

届
出
番
号
等
の
通
知

第
15条
の
５
第
１
項

遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
使
用
者
か
ら
の
報
告
又
は
資
料
の
徴
収

及
び
遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
使
用
者
に
対
す
る
検
査
又
は
質
問

第
15条
の
６

遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
使
用
者
に
対
す
る
指
示

別
表
第
一
の
七
十
一
の
表
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
・
第
二
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。第

75条
の
12第
１
項

特
定
自
動
運
行
の
許
可

第
75条
の
12第
２
項

申
請
書
の
受
理

第
75条
の
13第
１
項

〔
準
用
〕

第
75条
の
16第
２
項

特
定
自
動
運
行
計
画
の
審
査

第
75条
の
13第
２
項

〔
準
用
〕

第
75条
の
16第
２
項

国
土
交
通
大
臣
等
又
は
市
町
村
の
長
か
ら
の
意
見
聴
取

第
75条
の
15第
１
項

〔
準
用
〕

許
可
の
条
件
の
付
与

第
75条
の
16第
２
項

第
75条
の
15第
２
項

〔
準
用
〕

第
75条
の
16第
２
項

許
可
の
条
件
の
変
更
又
は
新
た
な
許
可
の
条
件
の
付
与

第
75条
の
16第
１
項

特
定
自
動
運
行
計
画
の
変
更
の
許
可

第
75条
の
16第
３
項
・
第
４

項
変
更
の
届
出
の
受
理

第
75条
の
17

許
可
し
た
旨
の
公
示

第
75条
の
25第
１
項

特
定
自
動
運
行
実
施
者
か
ら
の
報
告
又
は
資
料
の
徴
収
及
び
特

定
自
動
運
行
実
施
者
に
対
す
る
検
査
又
は
質
問

第
75条
の
25第
４
項

官
庁
、
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
へ
の
照
会
又
は
協
力
の
依
頼

第
75条
の
26第
１
項

特
定
自
動
運
行
実
施
者
に
対
す
る
指
示

第
75条
の
26第
２
項

〔
準
用
〕

第
75条
の
27第
２
項

監
督
行
政
庁
か
ら
の
意
見
聴
取

第
75条
の
27第
３
項

許
可
の
取
消
し
の
公
示

第
75条
の
28第
３
項

仮
停
止
に
係
る
報
告
の
受
理

第
75条
の
29

国
会
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
及
び
国
家
公
安
委
員
会
か
ら
の
通

報
の
受
理

別
表
第
一
の
七
十
三
の
表
第
九
条
の
九
第
二
項
第
二
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
９
条
の
19第
１
項

許
可
証
の
交
付

第
９
条
の
19第
２
項

許
可
証
の
再
交
付
申
請
書
の
受
理

第
９
条
の
21第
２
項

〔
準
用
〕

第
９
条
の
23第
２
項

資
料
の
徴
収
及
び
特
定
自
動
運
行
計
画
に
必
要
な
事
項
を
定
め

る
こ
と
の
要
求

第
９
条
の
22

〔
準
用
〕

第
９
条
の
23第
２
項

知
事
等
か
ら
の
意
見
聴
取

第
９
条
の
23第
３
項

変
更
の
許
可
の
通
知
、
返
納
に
係
る
許
可
証
の
受
領
及
び
許
可

証
の
再
交
付

第
９
条
の
25第
３
項

許
可
証
の
書
換
え

第
９
条
の
33

許
可
の
取
消
し
又
は
効
力
の
停
止
の
通
知

第
９
条
の
38第
１
項
・
第
３

項
返
納
に
係
る
許
可
証
の
受
領

第
９
条
の
38第
４
項

許
可
証
の
返
納
に
係
る
公
示

附

則
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令和５年７月21日 金曜日



こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
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令
和
五
年
七
月
二
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


